
ハンドブックの特徴
「国交省マニュアル」と異なる点など

• 関連法規や建設汚泥等の取り扱いに言及

• 酸性土への対処が必要であることを明確化

• 事業段階ごとに書き分け、現場技術者に使いやす
いように記述

• 発生源評価において、スクリーニング試験を推奨し
ない

マニュアル類の策定
土木研究所では自然由来の有害物質を含む岩石に対処するための

研究を2002年より開始

・2007年 「建設工事における自然由来の重金属汚染対応マニュアル

（暫定版）」（土木研究所共同研究報告書）

・2010年 「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への

対応マニュアル（暫定版）」 （以下、「国交省マニュアル」）

・2015年 嘉門雅史・勝見武（監修）土木研究所・土木研究センター
地盤汚染対応技術検討委員会（編著）

「建設工事で発生する自然由来重金属等含有土

対応ハンドブック」（大成出版社、2,160円）

土壌汚染対策法制定後の情勢を踏まえ、
指針策定の気運が高まる

現場技術者向けの解説書

発生土の環境安全性評価・対策
～よくある対応方法～

• 土壌汚染対策法の方法の準用

• 評価方法に課題

• 莫大な費用（トンネル工事では数10億円規模の場合も）

（必要に応じて）管理型処分場相当の対策や

セメント製造施設などに搬出

土壌溶出量基準・土壌含有量基準と比較

土壌溶出量試験・土壌含有量試験を実施

（必要に応じて粉砕し）粒径2mm以下の試料

土壌汚染対策法（2003年2月15日施行）

土壌の直接摂取、および地下水の飲用摂取による人

の健康被害の防止が目的

元々は工場などの人為汚染をターゲットに作られた

2010年4月より、自然的原因により基準を満足しない
「土壌」も法の対象

→ 「岩盤」（岩石）は今も対象外（試験法なし）

関連して、自治体の残土条例では、自然由来かどうか
や土壌か岩石かを問わず、対象としている場合がある

3

土壌汚染対策法以前には問
題にされてこなかった例

2

時間とともに重金属等が
溶け出す岩石

変質してない堆積岩
粉砕して溶出試験すると砒素などが
基準値超過

 全国どこでも

 海成でも非海成でも

 第四紀層から古生層まで

 硫化鉱物が時間とともに分解、硫
酸を生成（酸性化）

 重金属等の溶出

のり面植生の劣化

←硫化鉱物〔黄鉄鉱・

硫ひ鉄鉱〕を含む鉱石

掘削による重金属等の溶出や酸性水の発生
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調査の基本的考え方

法的な調査義務を遵守する。

法的な調査義務がなくても人の健康や周辺環境
への影響を考慮する。

酸性土については法的な調査義務はないものの、
環境への影響が懸念される場合には、酸性水が
発生する可能性に関する調査の実施を検討する。

発生土がどのような状況の場所に置かれるのか
ということも考慮して、周辺環境への影響（リスク）
が懸念される場合には調査を実施することが望
ましい。

関連する法律等

１）土壌汚染対策法

２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律

３）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

４）その他

・鉱山保安法・金属鉱業等公害対策特別措置法

・残土条例等

・ダイオキシン類を含む発生土

・油汚染土

・温泉

図１．１ 建設工事における自然由来重金属等含有土への一般的な対応フロー

建設工事計画
（概略調査に基づく事前検討）

施工前の調査

施工時に
自然由来重金属等含有土

発生のおそれ

3,000m2以上の

形質変更か
(土対法第四条)

法に基づく汚染の
おそれの判断

法に基づく調査

法に基く区域指定（要措置区域等）
及び措置(対策)の実施

環境部局へ届出

自然由来重金属等
含有土の発生を考慮
した建設計画の策定

あり

土壌汚染対策法に基づく対応

あり*)

なし

汚染の存在

あり

なし

通常の建設工事
計画の策定

施工時調査

対策の実施

モニタリング

土対法適用下での
建設工事の施工

施工

施工時に
自然由来金属等
含有土に遭遇

YES

NO

通常の施工

*) 法対応でない場合でも必要に
応じて環境部局へ相談する。

なし

YES

NO

岩 土
地盤

自然由来重金属等含有土

自然由来の重金属等を含み、
基準不適合となるおそれがある、も
しくは生活環境上問題が生じるおそ
れがある土、岩全般を指す。

酸性土
酸化されると酸性化する
土、岩 全般を指す

図１．５ 本書における一般土の分類

§４ 対策
４．１ 基本的な考え方
４．２ 自主的な対応における対策方法
４．３ 盛土・埋土等における影響予測
４．４ 施工時の対策
４．５ モニタリング
４．６ 施工後の管理

参考資料
参考資料1  土壌汚染対策法で定める土壌溶出量基準と岩石

粉砕試料を用いた溶出試験結果
参考資料2  自然由来重金属等含有土の溶出特性評価方法の

課題
参考資料3 土壌汚染対策法に基づく調査
参考資料4 東京都環境確保条例に基づく調査の流れ
参考資料5 土壌汚染対策法で定める分析法
参考資料6 迅速判定試験法
参考資料7 酸性土に関する試験法
参考資料8 全含有量の分析法
参考資料9 自然由来重金属等含有土の対策事例
参考資料10 施工時における要対策土の判定事例
参考資料11 地盤汚染管理台帳の例
参考資料12 土壌汚染対策法に係る基準値

目 次
§１ 総説

１．１ 本書の目的

１．２ 自然由来重金属等含有土の土壌汚染対策法上の位置づけと
建設工事における対応方法

１．３ 酸性土への対応の進め方
１．４ 本書で取り扱う調査と対策の概要
１．５ 本書における用語の定義

§２ 基本事項
２．１ 種類と分布
２．２ リスク等
２．３ 建設工事における取扱い
２．４ 法体系上の位置づけ

§３ 調査
３．１ 基本的な考え方
３．２ 調査の契機
３．３ 法定調査
３．４ 自主調査
３．５ 事業段階に応じた調査および計画
３．６ 調査における留意点
３．７ 指標と試験方法
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18

施工時の
調査方法の例

概要

地上からの
ボーリング調査

・ボーリングコアの分析・判定
・設計段階までのボーリングが不
十分と判断した場合は、追加ボー
リングを行うことも考えられる。

仮置き場（土砂
ピット）での発生
土の分析

・土砂ピットの発生土を分析・判定

シールドマシン
出口での
発生土の分析

・掘削直後のずりを分析

上記の方法の
組合せ

・施工前に得られた情報などをもと
に、地層ごとに調査方法や調査頻
度を変えて設定

【施工前の情報の例】
・鉱床分布図や地球化学図などの
既往資料
・近隣における既往調査結果
・調査時のボーリングコアもしくは
露頭試料の分析結果

たとえば、施工前の
分析データが少な
い範囲は、施工時
に密に分析する。

たとえば、施工
前の分析で高
濃度重金属等
が検出された
範囲は、要対
策とする（もしく
は施工時の分
析回数を多く
する）。

たとえば、施工前
の分析で重金属
等が検出されな
かった範囲は、無
対策とする（もしく
は施工時の分析
回数を少なくする）。

掘削ずりの分析

土砂ピットでのずり分析

竪坑 竪坑

トンネル（計画ライン）
：ボーリング

：ボーリング

トンネル（計画ライン）

竪坑 竪坑

表3.6 シールドトンネルにおける調査方法の例

施工時の
調査方法の例 概要

発生土の分析 仮置きした発生土を分析・判定

施工段階の
先進ボーリング

先進ボーリングコアを分析・判定

切羽観察 切羽観察による判断
（ボーリングコアと切羽全体の整合性
確認など）
必要に応じ切羽から試料を採取し分析

上記の方法の
組合せ

施工前に得られた情報などをもとに、
地層ごとに調査方法や調査頻度を変え
て設定

【施工前の情報の例】

・鉱床分布図や地球化学図などの既往
資料

・近隣における既往調査結果

・調査時のボーリングコアもしくは露頭
試料の分析結果

先進ボーリング

コア分析

仮置きした発生土の分析

切羽観察による判断

たとえば、施工前
の分析データが
少ない範囲は、
施工時に密に分
析する。 

たとえば、施工前
の分析で高濃度重
金属等が検出され
た範囲は、要対策
とする（もしくは施
工時の分析回数を
多くする）。 

たとえば、施工前
の分析で重金属等
が検出されなかっ
た範囲は、無対策
とする（もしくは施
工時の分析回数を
少なくする）。 

表 山岳トンネルにおける調査方法の例
工種によるかき分けの例（施工時調査） 

分析計画では、以下を総合的に考慮する 
 工事規模（大規模トンネルでは、着工前に地山全体の詳
細調査は困難な場合が多い） 

 工程（分析に要する時間を考慮） 
 仮置き場の状況（広さ、位置など） 
 先進ボーリングの必要性（他の目的でも必要とするか） 

など 
 
 

例えば、仮置き場が十分に確保されている場
合は、発生土を仮置き場で管理しながら分析
を行うことも可能。

逆に、仮置き場を確保できない場合は、先進
ボーリングの活用などが考えられる。

例えば、比較的短いトンネルの場合、
着工前に坑口からの水平ボーリング
を行い、全線の地質の重金属等の状
況を調査することも考えられる。

安全性、施工性、コスト等を総合
的に判断して最適工法を選定す
ることが必要ですね。

第三者として学識者等の
専門家に意見を求めるこ
とも考えられます。

調査項目 概要 

文献調査 鉱床分布図や地球化学図な
どの既往資料、近隣における
既往調査結果などによる推
定 

施工前のボー
リング等 

調査時のボーリングコアもしく
は露頭試料を分析・判定 

施工段階の先
進ボーリング 

先進ボーリングコアを分析・
判定 
 
 

切羽観察 
 
 

切羽観察による判断（ボーリ
ングコアと切羽全体の整合性
確認など） 
必要に応じ切羽から試料採
取し分析 

発生土の分析 仮置きした発生土を分析・判
定 

資料の例：日本の
地球化学図（独立
行政法人 産業技
術総合研究所 地
質調査総合セン
ター）

ボーリングコアもしくは露頭試料等を分析

先進ボーリング

コア分析

仮置きした発生土の分析

切羽観察による判断

表３．１ トンネル工事における自主調査（例） 

自主調査

図３．１ 事業段階に応じた調査の内容

 自然由来重金属等含有土、酸性土の概況把握

 施工時調査計画の立案
 対応が必要な発生土への対応方法の策定

 対応が必要な地質の種類と分布の把握、重金属等の種類・
濃度・分布の把握

 重金属等の伝播経路の把握

 対応が必要な発生土の判定
 周辺環境への影響の有無の監視

設計段階

事業計画
段階

施工計画
段階

施工段階

• 事業計画地点や、設計・施工段階の留意事項の検討
• 問題となる地質を避けることが望ましい

• 対策の要否を判断するための調査
• 要対策土量の概略推定
• 水文調査およびモニタリングの準備
• リスク評価のための調査

• 発生土の判定方法の立案
• 対策計画の立案
• リスク評価の見直し（新データが得られた場合など）
• モニタリング計画の立案

• 円滑な施工
• 安全な建設事業の実施



水
文
調
査
・モ
ニ
タ
リ
ン
グ

リ
ス
ク
評
価
の
基
礎
資
料
（
表
流

水
、
地
下
水
、
水
利
用
等
）
の
把
握

施
工
前
、
施
工
中
、
施
工
後
の

水
文
状
況
を
継
続
的
に
監
視

【施工段階で重金属等の問
題が明らかになった場合】
→対策要否や対策内容を
早急に検討

法定調査

（１）土壌汚染対策法に基づく調査

法に基づく調査の必要性が生じた場合（法第3条、第4条、第5
条の調査命令または第14条に基づく区域指定の申請）には、
定められた手順・方法で調査を進める必要がある。

（２）条例等に基づく調査

所管する自治体の条例等を確認して、適切に対応する必要
がある。
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 ３種の溶出試験

短期溶出試験（粉砕した岩石を用いる環告18号試験）→水で溶出

酸性化可能性試験（過酸化水素水を用いるpH試験）→硫化鉱物を酸化

実現象再現溶出試験（定められた方法はない）→現場に近い条件で実施

 結果の評価においては専門家が総合的に判断

溶出によるリスクの評価のための試験方法

土研式雨水曝露試験（実現象再現試験の例）短期溶出試験

表３．２ 対策要否の判定に使用する各種試験・評価方法

評価方法 評価方法または結果の活用方法

1)溶出によるリスク
の評価方法

①短期溶出試験
・粉砕試料を用いた環告18号試験
(参考資料5)

土壌汚染対策法の土壌溶出量基準を満足
するかどうかで評価し、要対策土かそうでな
いかを判定する目安とする。

②酸性化可能性試験
・過酸化水素水を用いるpH試験方法
（参考資料7）

試験結果をもとに、植生等への影響の有無
と酸性化による重金属等の溶出促進の可能
性を検討する。

③実現象再現溶出試験
・カラム試験等

現場条件を模擬した試験で、試験結果を基
に要対策土による周辺環境への影響（重金
属等の濃度等）やその経時変化を評価する
。

2)影響予測に基づく
リスクの評価方法 移流分散解析等

各種試験結果に加え、周辺地盤や地下水に
関する調査結果に基づき、リスク評価地点（
敷地境界等）の重金属等の濃度を予測し、
評価する。

3)土の直接摂取に
よるリスクの評価
方法

○直接摂取のリスクを把握する
ための試験
粉砕試料を用いた環告第19号試験

土壌汚染対策法の土壌含有量基準を超過
するか否かで評価し、要対策土かそうでない
かを判定する。

対策要否の判定に使用する各種試験・評価方法

YES
(対応の必要なし)

無対策

NO(対応の必要あり)

・鉱山・鉱床・変質帯の分布
・近傍工事の状況
・既存調査（トンネル・切土部等） ・資料等調査

・地質調査・水文調査
・地質試料採取・調整

（専門家による総合評価）

溶出によるリスクを
把握するための試験

短期溶出試験
酸性化可能性試験

実現象再現溶出試験

溶出によるリスクが無いか土壌含有量基準

基準を満足

基準を
満足しない

直接摂取のリスクを
把握するための試験

溶出によるリスク がない覆土等の
対策が必要

直接摂取のリスク
への対策は不要

溶出リスク
あるいは
酸性化リスク
あり

【対策工】
（モニタリングを含む。必要に応じて酸性水発生対策）

【リスク評価】

（必要に応じて）
影響予測

溶出によるリスク
への対策は不要

覆土・舗装

直接摂取および溶出によるリスクを総合的に判断
対応の
必要なし

直接摂取の
リスクへ対応
する必要あり

溶出によるリスクへ
対応する必要あり リスク評価や専門家の総合評価

の結果に基づき対応方法を選択

対応の必要は無いか？

図３．２ 一般的な判断の流れ
（条例、環境部局の指示がある場合や建設発生土の受け入れ条件が定められている場合は、この限りではない）

 我が国における土・岩に含まれている自然由来重金属等の
通常の値（平均値）以下の発生土については、問題なく利用
可能であろうとの考え方に基づいて設定されたもの

 ただし、カドミウム、水銀、セレン、ふっ素およびほう素につい
ては非常に小さな値が設定されており、湿式分析法を必要と
し、分析に費用と時間を要する。実用的には、多数の検体に
適用することが困難。

 自然由来の重金属等は、一般に溶出量が問題となる場合が
多いが、全含有量（スクリーニング値）と溶出量には一般的に
相関関係が見られない。すなわち、スクリーニング試験では、
対策要否の判断はできない場合が多い。

 上記実態を踏まえ、スクリーニング試験による評価を行わな
いフローを示した。

スクリーニング試験について

[4.3] 試料等調査
[4.4] 地質調査
[4.5] 水文調査
[4.6] 試料採取

[4.7] 地質試料の調製

[4.8] スクリーニング試験*
（全含有量試験）

対策＋モニタリング
（必要に応じて酸性水発生対策）

[4.9.4] 実現象再現溶出試験

（小規模の現場等）

[4.9.2] 短期溶出試験

[第５章] リスク評価
（レベル１，２）

基準値を

満足しない

リスクが小さい

リスクがある

覆土＋モニタリング
（必要に応じて酸性水発生対策）

[4.9.3] 酸性化可能性試験

基準値を満足する

専門家の総合評価1**

専門家の総合評価2**

専門家の総合評価3**

リスク評価を
実施するか

実施する

実施しない

リスクがない

リスクがある

リスクがある

リスクがない

リスクがない

リスクが大きい

リスクがある

リスクがある

[4.9] 溶出試験

無対策 覆土

基準値を

満足しない

基準値を

満足する

[4.10] 直接摂取のリスクを
把握するための試験

[4.2] 重金属等の
起源の識別

土壌汚染対策法に
示される対策工の
考え方に準じた対策

＋モニタリング
（必要に応じて酸性水発生対策）

*   スクリーニング試験は岩石・土壌の全含有量バックグラウンド値試験を兼ねる。

** 専門家の総合評価において、サイト概念モデルを用いた評価を行うことができるのは、利用場所とその後の管理方法が決まっている場合のみである。

専門家の総合評価に
基づき対応方法を選択

[4.3] 試料等調査
[4.4] 地質調査
[4.5] 水文調査
[4.6] 試料採取

[4.7] 地質試料の調製

[4.8] スクリーニング試験*
（全含有量試験）

対策＋モニタリング
（必要に応じて酸性水発生対策）

[4.9.4] 実現象再現溶出試験

（小規模の現場等）

[4.9.2] 短期溶出試験

[第５章] リスク評価
（レベル１，２）

基準値を

満足しない

リスクが小さい

リスクがある

覆土＋モニタリング
（必要に応じて酸性水発生対策）

[4.9.3] 酸性化可能性試験

基準値を満足する

専門家の総合評価1**

専門家の総合評価2**

専門家の総合評価3**

リスク評価を
実施するか

実施する

実施しない

リスクがない

リスクがある

リスクがある

リスクがない

リスクがない

リスクが大きい

リスクがある

リスクがある

[4.9] 溶出試験

無対策 覆土

基準値を

満足しない

基準値を

満足する

[4.10] 直接摂取のリスクを
把握するための試験

[4.2] 重金属等の
起源の識別

土壌汚染対策法に
示される対策工の
考え方に準じた対策

＋モニタリング
（必要に応じて酸性水発生対策）

*   スクリーニング試験は岩石・土壌の全含有量バックグラウンド値試験を兼ねる。

** 専門家の総合評価において、サイト概念モデルを用いた評価を行うことができるのは、利用場所とその後の管理方法が決まっている場合のみである。

専門家の総合評価に
基づき対応方法を選択

「国交省マニュアル」
のスクリーニング試験
について

19 

施工時の
調査方法の例

概要

発生土の分析 仮置きした発生土を分析・判定

ボーリング ボーリングコアを分析・判定

露頭の分析 露頭試料を分析

上記の方法の
組合せ

施工前に得られた情報などをもとに、地
層ごとに調査方法や調査頻度を変えて
設定

【施工前の情報の例】

・鉱床分布図や地球化学図などの既往
資料

・近隣における既往調査結果

・調査時のボーリングコアまたは露頭試
料の分析結果

重金属等の分布の可能性や施工性などを考慮し
て、上記の組合せで評価

仮置きした発生土の分析

切土範囲の
ボーリングコアの分析

切土範囲の露頭試料の分析

表 造成工事における調査方法の例
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自然由来重金属等を含む発生土の
取り扱いについてのご相談窓口

• 判断が難しい場合がかなりあります。

• 発注者を通じて下記でご相談を承ります。

国立研究開発法人土木研究所

地質・地盤研究グループ 上席研究員 阿南修司

同 地質チーム 主任研究員 品川俊介

電話 029‐879‐6769

ハンドブックの入手方法

• 書店にて購入できます。

土木研究所ほか編著：「建設工事で発生する自然由来

重金属等含有土対応ハンドブック」 大成出版社 2,160円
ISBN 978‐4‐8028‐3193‐2

地下水経由のリスクに対する対策の考え方 

• 水と岩石との接触をさせない 
• 重金属等を含む水を環境中に放出しない 
（もちろん、処理施設への搬出等を妨げるものではない） 

事業用地境界 

飲用井戸（リスク受容体） 

地下水の流れ 

対策①雨水・地下水の浸透および浸出水の発生防止 
（粘性土等の利用、転圧による浸透量低減） 

重金属等を含む岩石・土壌 
対策②重金属等の溶出低減 
（不溶化等の処理） 

対策④一体区域* への搬出 
*一体区域：同一の自然的原因により重金属等が存在し、かつ 
  岩石・土壌の含有量ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ値が同程度以上の地域 

い
ず
れ
か
、
も
し
く
は
組
合
せ
の
対
策 

対策③重金属等の捕捉 
（吸着層、浸出水処理） 

現状：

・発生源の溶出濃度に応じた対策を実施

・現場状況はほとんど考慮しない対策

理想：

・敷地境界等の地下水濃度に応じた対策を実施

・現場状況を詳細に考慮した対応

影響予測をすることにより
①敷地境界等の地下水濃度を予測し、
②現場状況に応じた対策を選定することが可能

影響予測の必要性

実現象再現溶出試験

 さまざまな現場の条件に応じた溶出挙動を把握するための
試験で、定まった方法はない。試験方法や条件は、現場条
件と影響因子を考慮して個別に設定。

 より適切な発生源評価が可能。準備期間を十分に確保して
実施することが望ましい。

実大盛土による発生土の環境安全性評価例

 

ガラスビーズ 
（粒径約2mm） 

ポリタンクに雨水を

貯留（28日毎に 

回収，分析） 

降雨 
ワ
グ
ネ
ル
ポ
ッ
ト 

（
断
面
積 

 

㎡
） 

岩石試料
（粒径40-10mm）

チ
ュ
ー
ブ
（
内
径
５
㎜
） 

深さ 
約20cm 

0.05 

空
気
抜
き 

土研式雨水曝露試験

採水・分析

採水・分析

雨

地下水

ヒ素が溶出する可能性のある岩砕

①ヒ素が溶出するか？

②溶出したヒ素が地下水へどれだけ流出するか

 短期溶出試験および酸性化可能性試験の結果を用い
た長期的な重金属等の溶出特性の評価

土研式雨水曝露試験結果における滲出水中の重金属等の1年
間平均濃度が環境基準を超えるものを、長期溶出があるもの（下
図の黄色部）とすると短期溶出試験と酸性化可能性試験によって
おおむね評価が可能。

曝露試験と室内試験の比較による評価方法の検討

短期溶出試験
基準値超過

酸性化可能性
試験pH≦3.5

重金属等の長期溶出可能性あり

長期的に酸性化
（滲出水の
pH<5.8）

＝

泥質岩の一部を
過剰に安全側に

評価
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